
（保 176） 
平成 24 年 12 月 4 日 

 
都道府県医師会 
社会保険担当理事 殿 

 
日本医師会常任理事 

鈴木 邦彦 

 
 

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の 
一部改正等に伴う実施上の留意事項について（通知）」の一部改正について 

 
 
 
 DPC対象病院における費用の額の算定方法について、「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、

処置等及び副傷病名」（平成20年厚生労働省告示第95号）の一部が平成24年厚生労働省告示571
号をもって改正され、その取扱いについて「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に

要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について（通知）」（平成24
年３月19日保医発第0319第２号）が改正された旨、厚生労働省保険局医療課長より別添のとお

り通知されましたので、ご連絡申し上げます。 
 具体的には、診断群分類定義樹形図及び定義テーブル中の「020200 黄斑、後極変性」につ

いて、「アフリベルセプト」が追加されました。詳細は添付資料をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
＜添付資料＞ 
１．厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名の一部を改正する件 

（厚生労働省告示第 571 号） 

 
２．「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部

改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)」の一部改正について 
（平 24.11.22 保医発 1122 第２号 厚生労働省保険局医療課長） 
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〇
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
被
登
録
資

格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、
登
録
を
行

う
日
及
び
縦
覧
に
供
す
る
期
間
を
定
め
た

件
（
中
央
選
挙
管
理
会
一
七
）

〔
省

令
〕

〇
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
、
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
法
務
四
二
）

K

〇
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
五
七
）

〔
規

則
〕

〇
人
事
院
規
則
一
〇
e

四
（
職
員
の
保
健
及

び
安
全
保
持
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事

院
規
則
（
人
事
院
一
〇
e

四
e

一
九
）

K

〔
告

示
〕

〇
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
家
公
安
委
三
七
）

K

〇
本
邦
外
に
在
住
す
る
日
本
人
向
け
の
広
報

を
送
信
す
る
無
線
局
の
運
用
に
関
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
総
務
四
〇
一
）

〇
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
の
期
間
を

定
め
た
件
（
同
一
八
）

K

〇
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
北
関
東
選
挙

区
及
び
東
京
都
選
挙
区
に
お
い
て
政
見
放

送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業

者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設

備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送

の
回
数
を
定
め
る
件
の
全
部
を
改
正
す
る

件
（
同
一
九
）

L

〇
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一

の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規

定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
号
ト
の
規
定
に
基
づ
き
監
理
団
体

を
定
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技

能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
実
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
法
務
四
八
一
〜
四
八
四
）

〇
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
条
第
一
項
第
七

号
の
規
定
に
よ
る
団
体
の
指
定
に
関
す
る

件
（
同
四
八
五
）

〇
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
十
七

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
機
対
応

業
務
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在

地
を
変
更
す
る
件

（
財
務
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
一
二
）

〇
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
適
合
製
品
の
開
発
及
び

製
造
を
行
う
事
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

事
業
促
進
業
務
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務

所
の
所
在
地
の
変
更
を
公
示
す
る
件

（
財
務
・
経
済
産
業
五
）

M

〇
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
の
六

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
再
構
築

等
促
進
業
務
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
の
変
更
を
公
示
す
る
件（
同
六
）

〇
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
五
六
八
）

〇
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基

準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲

示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
五
六
九
）

N

〇
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
方
法
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
同
五
七
〇
）

〇
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、手
術
、

処
置
等
及
び
副
傷
病
名
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
五
七
一
）

O

〇
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め

の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を

廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続

組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関

す
る
政
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
を
指
定

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
農
林
水
産
二
四
六
〇
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
同
二
四
六
一
〜
二
四
六
八
）

〇
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
を
行
っ
た
件

（
経
済
産
業
二
五
六
）

P

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
一
三
二
九
）

Q

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
一
六
九
、
一
七
〇
）

〇
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

関
の
登
録
内
容
を
変
更
し
た
件

（
関
東
地
方
整
備
局
四
〇
二
、
四
〇
三
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
二
二
七
）

〇
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
評
価
員
の
氏

名
等
を
変
更
し
た
件
（
同
二
二
八
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
一
三
〇
）

R

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
一
六
〇
、
一
六
一
）

国
家
試
験

平
成
二
十
四
年
度
特
別
支
援
学
校
教
員
資
格

認
定
試
験
合
格
者
（
文
部
科
学
省
）

J
J

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁適

格
機
関
投
資
家
、
押
収
物
還
付
、財
団
、

司
法
書
士
懲
戒
処
分
、
佐
賀
東
部
土
地
改

良
区
役
員
の
退
任
、
諫
早
湾
干
拓
事
業
の

潮
受
堤
防
の
排
水
門
の
開
門
調
査
に
係
る

環
境
影
響
評
価
書
の
縦
覧
、
鉱
業
法
第
一

四
二
条
の
規
定
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消

処
分
関
係

J
J

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
破
産
、
免
責
、特
別
清
算
、

再
生
関
係

J
L

会
社
そ
の
他

K
P

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

R

〔
官
庁
報
告
〕

労

働

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

R

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
茨
城
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
四
、
栃
木
同

二
、
千
葉
同
五
〜
八
、
福
井
同
二
、
四
、五
、

岡
山
同
二
、
愛
媛
同
四
〜
六
、
佐
賀
同
二
、

大
分
同
六
、
七
）

最
低
賃
金
の
決
定
に
関
す
る
公
示

（
福
井
同
三
）

J
I

˜

User
長方形
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リ
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ン
ト
ー
ル
（
当
該
薬
剤
の
添
附
文
書
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4
0
フ
ェ
ニ
ル
酪
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
当
該
薬
剤
の
添
附
文
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ

た
効
能
又
は
効
果
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
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3
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1
x
x
x
9
7
x
4
x
x

4
1
パ
ゾ
パ
ニ
ブ
塩
酸
塩
（
当
該
薬
剤
の
添
附
文
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
効
能

又
は
効
果
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

0
3
0
0
1
x
x
x
9
9
x
4
x
x

0
7
0
0
4
1
x
x
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1
x
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x
x

0
7
0
0
4
1
x
x
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2
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1
0
0
2
6
0
x
x
9
7
1
1
x
x

4
2
ラ
ン
レ
オ
チ
ド
酢
酸
塩
（
当
該
薬
剤
の
添
附
文
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
効

能
又
は
効
果
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

1
0
0
2
6
0
x
x
9
9
0
1
x
x

1
0
0
2
6
0
x
x
9
9
1
1
x
x

4
3
チ
ゲ
サ
イ
ク
リ
ン
（
当
該
薬
剤
の
添
附
文
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
効
能
又

は
効
果
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

全
て
の
診
断
群
分
類
番
号

1
0
0
3
3
5
x
x
9
7
x
0
x
x

4
4
ト
ブ
ラ
マ
イ
シ
ン
（
当
該
薬
剤
の
添
附
文
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
効
能
又

は
効
果
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

1
0
0
3
3
5
x
x
9
7
x
1
x
x

1
0
0
3
3
5
x
x
9
9
x
0
x
x

1
0
0
3
3
5
x
x
9
9
x
1
x
x

表
の
238
か
ら
247
ま
で
の
項
中
「

４
あ
り
ラ
ニ
ビ
ズ
マ
ブ

」
を「

４
あ
り
ラ
ニ
ビ
ズ
マ
ブ
，
ア

セ
プ
ト
（
遺
伝
手
組

フ
リ
ベ
ル

換
え
）

」
に
改
め
る
。
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〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
県
郡
上
市
八
幡
町
五
町

字
観
音
前
二
八
一
の
七
、
二
八
一
の
八
、
二
八
一
の
一

〇
二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐

阜
県
庁
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
号

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組

合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四

年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
十
月
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
二

十
五
号
（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員

共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
政
令
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

第
二
十
号
中
「
千
丁
町
新
牟
田
千
四
百
五
十
八
番
地
」
を
「
泉
町
下
岳
百
一
番
地
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
四
号
中
「
七
号
」
を
「
十
八
号
」
に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
四
号
中
「
土
浦
市
小
松
一
丁
目
二
十
一
番
九
号
」
を
「
行
方
市
玉
造
甲
千
五
百
六
十
番
地
」に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
九
号
中
「
伊
勢
市
中
村
町
字
宮
後
七
百
八
十
六
番
地
一
」
を
「
度
会
郡
南
伊
勢
町
奈
屋
浦
三
番
地
」
に

改
め
る
。

第
四
百
三
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
十
五

岩
手
山
麓
土
地
改
良
区

岩
手
県
岩
手
郡
滝
沢
村
滝
沢
字
巣
子
九
百
九
十
二
番

地
十

平
成
二
十
四
年
七
月

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
県
郡
上
市
明
宝
畑
佐
字

相
谷
八
六
七
の
六
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐

阜
県
庁
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
県
飛
‰
市
神
岡
町
山
田

字
小
谷
洞
二
九
一
七
の
二
・
字
ト
コ
ナ
ベ
二
九
二
三
の

一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

２

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
庁
及
び
飛
‰
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
十
一
号

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
別
表
17
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
副
傷

病
名
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

�

User
長方形



保医発１１２２第２号

平成２４年１１月２２日

地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の

一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)」の一部改正について

本日、「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名」（平成20年厚生労働省告示第

95号）の一部が平成24年厚生労働省告示571号をもって改正されたところであるが、ＤＰＣ制度のよ

り一層の透明化、適正化等を図る観点から、その取扱いについて別添のとおり通知するので、関係者

に対し周知徹底を図られたい。

記

１．改正の概要について

「020200 黄斑、後極変性」のうち、手術・処置等の２の４に「アフリベルセプト」を追加する。

２．関係通知の一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に

伴う実施上の留意事項について(通知)）」（平成24年３月19日保医発第0319第２号）の診断群分

類定義樹形図中、「020200 黄斑、後極変性」を別紙１のとおり改める。

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に

伴う実施上の留意事項について(通知)）」（平成24年３月19日保医発第0319第２号）の定義テー

ブル中、「020200 黄斑、後極変性」を別紙２のとおり改める。



020200 黄斑、後極変性
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━手術

┃
┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━手術・処置等２

┃ ┃
┃ ┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x0xx
┃ ┃
┃ ┣ ３あり━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x3xx
┃ ┃
┃ ┗ ４あり━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x4xx
┃
┗ あり ━━━━━━━━手術・処置等１

┃
┣ なし ━━━━━手術・処置等２

┃ ┃
┃ ┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9700xx
┃ ┃
┃ ┗ あり
┃ ┃
┃ ┣ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9701xx
┃ ┃
┃ ┣ 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9702xx
┃ ┃
┃ ┣ 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9703xx
┃ ┃
┃ ┗ 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9704xx
┃
┗ あり ━━━━━手術・処置等２

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)診断群分類定義樹形図

別　紙　１

手術・処置等２

1；全身麻酔

2；ベルテポルフィン

3；ペガプタニブナトリウム

4；ラニビズマブ、アフリベルセプト

┗ あり ━━━━━手術・処置等２

┃
┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9710xx
┃
┗ あり

┃
┣ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9711xx
┃
┣ 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9712xx
┃
┣ 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9713xx
┃
┗ 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9714xx



別　紙　１

020200 黄斑、後極変性
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━手術

┃
┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━手術・処置等２

┃ ┃
┃ ┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x0xx

┃ ┃
┃ ┣ ３あり━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x3xx

┃ ┃
┃ ┗ ４あり━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x4xx

┃
┗ あり ━━━━━━━━手術・処置等１

┃
┣ なし ━━━━━手術・処置等２

┃ ┃
┃ ┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9700xx

┃ ┃
┃ ┗ あり

┃ ┃
┃ ┣ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9701xx

┃ ┃
┃ ┣ 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9702xx

┃ ┃
┃ ┣ 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9703xx

┃ ┃
┃ ┗ 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9704xx

┃
┗ あり ━━━━━手術・処置等２

┃
┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9710xx

┃
┗ あり

┃
┣ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9711xx

┃
┣ 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9712xx

┃
┣ 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9713xx

┃
┗ 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9714xx

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)診断群分類定義樹形図

改　　　正　　　前

参　考

手術・処置等２

1；全身麻酔

2；ベルテポルフィン

3；ペガプタニブナトリウム

4；ラニビズマブ

別　紙　１

020200 黄斑、後極変性
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━手術

┃
┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━手術・処置等２

┃ ┃
┃ ┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x0xx

┃ ┃
┃ ┣ ３あり━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x3xx

┃ ┃
┃ ┗ ４あり━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx99x4xx

┃
┗ あり ━━━━━━━━手術・処置等１

┃
┣ なし ━━━━━手術・処置等２

┃ ┃
┃ ┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9700xx

┃ ┃
┃ ┗ あり

┃ ┃
┃ ┣ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9701xx

┃ ┃
┃ ┣ 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9702xx

┃ ┃
┃ ┣ 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9703xx

┃ ┃
┃ ┗ 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9704xx

┃
┗ あり ━━━━━手術・処置等２

┃
┣ なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9710xx

┃
┗ あり

┃
┣ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9711xx

┃
┣ 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9712xx

┃
┣ 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9713xx

┃
┗ 4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━020200xx9714xx

改　　　正　　　後

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)診断群分類定義樹形図

手術・処置等２

1；全身麻酔

2；ベルテポルフィン

3；ペガプタニブナトリウム

4；ラニビズマブ、アフリベルセプト



厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)定義テーブル

MDC コード 分類名 ICD名称
ICD
コード

コ
│
ド

フ
ラ
グ

年齢、出生
時体重

手術分岐

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

点数表名称 区分番号等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

処置等名称
区分番
号等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

処置等名称
区分
番号
等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

疾患名
疾患ｺｰ
ﾄﾞまたは
ICDｺｰﾄﾞ

フ
ラ
グ

重症度
等

02 0200 黄斑、後極変性 黄斑および後極の変性 H353 手術なし 99 99 手術なし 1 1 水晶体再建術 K282$ 4 9 ラニビズマブ、アフリベ
ルセプト

0 片眼

網膜障害，詳細不明 H359 手術あり 97 01 黄斑下手術 K277-2 3 8 ペガプタニブナトリウム 1 両眼

97 02 硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含む
もの

K2801 2 7 ベルテポルフィン

97 02 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡を
用いるもの）

K280-2 1 5 全身麻酔

97 03 硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの K2802

97 04 増殖性硝子体網膜症手術 K281
97 05 網膜光凝固術 K276$
97 97 その他のK

ｺｰﾄﾞ

別　紙　２

手術・処置等2 副傷病 重症度等診断群分類 医療資源を最も投入した傷病名 年齢、出生時体重 手術 手術・処置等1



厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)定義テーブル

MDC コード 分類名 ICD名称
ICD
コード

コ
│
ド

フ
ラ
グ

年齢、出生
時体重

手術分岐

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

点数表名称
区分番号

等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

処置等名称
区分
番号
等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

処置等名称
区分
番号
等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

疾患名

疾患ｺｰ
ﾄﾞまた
はICD
ｺｰﾄﾞ

フ
ラ
グ

重症度
等

02 0200 黄斑、後極変性 黄斑および後極の変性 H353 手術なし 99 99 手術なし 1 1 水晶体再建術 K282$ 4 9 ラニビズマブ 0 片眼

網膜障害，詳細不明 H359 手術あり 97 01 黄斑下手術 K277-2 3 8 ペガプタニブナトリウ
ム

1 両眼

97 02 硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含
むもの

K2801 2 7 ベルテポルフィン

97 02 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視
鏡を用いるもの）

K280-2 1 5 全身麻酔

97 03 硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの K2802

97 04 増殖性硝子体網膜症手術 K281
97 05 網膜光凝固術 K276$
97 97 その他のK

ｺｰﾄﾞ

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)定義テーブル

MDC コード 分類名 ICD名称
ICD
コード

コ
│
ド

フ
ラ
グ

年齢、出生
時体重

手術分岐

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

点数表名称
区分番号

等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

処置等名称
区分
番号
等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

処置等名称
区分
番号
等

対
応
ｺｰ
ﾄﾞ

フ
ラ
グ

疾患名

疾患ｺｰ
ﾄﾞまた
はICD
ｺｰﾄﾞ

フ
ラ
グ

重症度
等

02 0200 黄斑、後極変性 黄斑および後極の変性 H353 手術なし 99 99 手術なし 1 1 水晶体再建術 K282$ 4 9 ラニビズマブ、アフリ
ベルセプト

0 片眼

網膜障害，詳細不明 H359 手術あり 97 01 黄斑下手術 K277-2 3 8 ペガプタニブナトリウ
ム

1 両眼

97 02 硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含
むもの

K2801 2 7 ベルテポルフィン

97 02 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視
鏡を用いるもの）

K280-2 1 5 全身麻酔

97 03 硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの K2802

97 04 増殖性硝子体網膜症手術 K281
97 05 網膜光凝固術 K276$
97 97 その他のK

ｺｰﾄﾞ

改　　　　　正　　　　後

別　紙　２

診断群分類 医療資源を最も投入した傷病名 年齢、出生時体重
等

手術 手術・処置等1 手術・処置等2 副傷病 重症度等

参　　考

別　紙　２

改　　　　　正　　　　前

手術・処置等2 副傷病 重症度等診断群分類 医療資源を最も投入した傷病名 年齢、出生時体重 手術 手術・処置等1
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